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表竣県知事 岩 上 二 郎

棲盛料再処理施設の設置について

1再纏理施設については ,従来の経緯にかんがみ,本県とし

て重大な翼心を有してお り,か つ先般県原子力審議会の答申

もあつたので「 こ6鎌施設の安全審査及び設置決定にあたつ

ては,と くに下記の諾点について十分に検討を加えるととも

鷲 これに霧すみ基本蛤な見解並びに措置に ついてご回示を賜

:わ )た い。       .

記       :  
｀

′ 原子力行政の推進について          ・ 、

0).5kt原子力印発利用に関し,国の行な|ぺ き範曲,I

:措置及び投資について長期的な計画を1轟 立Iし て,原子力

‐ ‐政策の推進をはかる、 きであるo        ●


